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1. 背景・目的

2. 検討のステップ

3. 検討内容報告

• 調査・分析
– MOSIP導入状況アップデート
– ユースケースの先進事例調査

• 取組の意義・方向性特定
• ケーススタディ



2 C
o
p
y
ri

g
h
t 

©
 2

0
2
2
 b

y
 B

o
st

o
n
 C

o
n
su

lt
in

g
 G

ro
u
p
. 

A
ll

 r
ig

h
ts

 r
e
se

rv
e
d
.

Agenda
1. 背景・目的

2. 検討のステップ

3. 検討内容報告

• 調査・分析
– MOSIP導入状況アップデート
– ユースケースの先進事例調査

• 取組の意義・方向性特定
• ケーススタディ



3 C
o
p
y
ri

g
h
t 

©
 2

0
2
2
 b

y
 B

o
st

o
n
 C

o
n
su

lt
in

g
 G

ro
u
p
. 

A
ll

 r
ig

h
ts

 r
e
se

rv
e
d
.

背景・目的

背景 目的

インド政府の総合デジタルIDシステム(デジタルID基盤を軸にして
決済、認証などの様々なサービスで構成)である『India Stack』は、
人口大国且つ深刻な格差問題も抱えるインドにおいて、ボランタ
リーなファイナンシャル/ソーシャルインクルージョン実現に貢献したと
高く評価されている

この成功体験を他の国(特に途上国)へも横展開できるように、と
開発されたデジタルID PFが『MOSIP』であり、これを担いだ海外
展開について、日本政府/企業としての関与余地の検討が行わ
れている

本事業では、『MOSIP』の現状および先進導入国におけるニーズ
の高いユースケースを整理することで、日本企業が『MOSIP』ない
しはそれに類するデジタルIDプラットフォームを活用したビジネス
展開を検討する一助にしたい

以下を目的に、調査・検討に取り組む

① 『MOSIP』を基盤にして実現できることの幅出し・検証
– デジタルID PF導入で可能になるユースケースの幅出し
– 展開対象国候補を幾つか選定してのケーススタディ

② 上記を踏まえた、日本政府/企業が『MOSIP』を担いで、
第三国展開を推進する"意義"とそれを踏まえた取組む
べき方向性を特定

③ ①②を踏まえて、ケーススタディを実施
– 特定の国・地域や企業を題材に
– 今後のアクションプランも仮で策定
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MOSIP検討8ヶ国のうち、フィリピン・モロッコはパートナー企業選定が完了し始動済み、
エチオピア・スリランカは本導入でのパートナー企業選定に向け準備中
MOSIP導入検討状況: 2021年10月時点

1. PSA HPの公開情報より; 2. 公開記事 https://aujourdhui.ma/politique/registre-social-unifie-nouveau-calendrier; 3. MOSIPニュースリリース 2020.06.19; 
4. BCGで2021.10.25に実施したエキスパートインタビュー、MOSIPニュースリリース 2020.06.19より 5. BCGで2021.10.18に実施したエキスパートインタビュー、 MOSIPニュースリリース 2021.06.21  

概要
情報

事業
計画

政策発表日

プロジェクト名

実施機関

当初の計画

2021年10月
時点の進捗

MOSIP導入状況アップデート

2020/10

スリランカ5)

Foundational Digital ID System

Information and Communication 

Technology Agency (ICTA)

2020年頃にプロジェクト開始、
2022年にフルプロジェクトへ移行し、
一般登録を開始する予定

2020年度末にPoCを開始し、現時点で
ほぼ完了
• SI・生体認証ベンダーの5,6社と
プロボノベースでPoCを実施

2022年開始の本格導入のパートナー
企業は未定
• 外国企業であってもローカル企業と
パートナーを組めば参入可能

検討中

非公開

エチオピア4)

National Identity Program (NIP)

Ministry of Peace – Federal
Democratic Republic of Ethiopia 

(GoE-MoP)

2025年までに、デジタルIDを本格導入
予定

2020年始動し、現在3,000人に対する
生体認証PoC Phase1を完了
• 今後、対象者を3万人へのPoC、サー
ビスレイヤーPoCを実施予定

2022年以降の本格導入のパートナー
企業は未定。
予算約3億100万ドルのうち、4000万
ドルをAFDから確保
• 世銀/USAID/ゲイツ財団と議論中

検討中

2018/8/27

モロッコ2)

National Population Register (RNP) 

Government of Morocco, Ministry 

of Interior (MOI/GOM)

2020年に一般登録を開始し、2024年に
登録を完了する予定

生体認証システムは仏ABIS、SIは仏
ATOS、PMO運営支援はPWCで決定

その後、公開情報なし

入札実施済み3)

2019/8/28

フィリピン1)

PhilSys 

Philippine Statistics Authority (PSA) 

2020年に登録を開始し、2023年に登録
を完了する予定

1千万人超の国民が登録センターで
生体情報を登録、国民IDを発行
• 200万枚のIDカードが配送済

うち、240万人の銀行口座未保有層が
口座を開設、サービス利用開始
• 国民ID発行者の約80%が銀行口座
未保有層

ローンチ済み

1

https://aujourdhui.ma/politique/registre-social-unifie-nouveau-calendrier


http://newsletter.iimbaa.org/covid-19-spurs-national-plans-to-give-citizens-digital-identities/
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参考) モロッコIDプロジェクトの調達状況

1. Moroccan Dirham equals 11.63 Japanese Yen (2021年1月20日時点)での換算
Source: World Bank Webサイト (https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-procurement/P155198)

2

1

3

ABIS

(生体認証)

IDEMIA (フランス) ✔落札
GEMALTO (フランス)

DERMALOG (ドイツ)

M2M GROUP (モロッコ)

NEC CORPORATION (日本)

PAPILON SAVUNMA (トルコ)

生体認証サービスプロバイダーによる全国人口の生体認
証ソリューションの設計、供給、試運転、および保守

約7.8億円/

57カ月
20年12月

SI

(システム
インテグレー
ション)

ATOS (フランス) ✔落札
OMNIDATA (モロッコ)

全国人口登録情報システムの設計、供給、実装、試運
転、および保守

約36.1億円/

57カ月
20年5月

PMO

運営支援
サービス

PWC (インド・モロッコオフィス) ✔落札
ERNST & YOUNG (チュニジアオフィス)

MCKISNEY & COMPANY 

(モロッコオフィス)

KPMG and ATEXO (モロッコオフィス)

全国人口登録を設営するためのコンサルティング・支援
サービスの提供

約1.3億円/36カ月
• PWCモロッコに

約0.4億
• PWCインドに

約0.9億

17年10月

一般公
開
入札

MOSIP導入状況アップデート

調達ブロック 調達の状況

入札企業(国籍)詳細 契約金額1)/期間 契約時期調達形態

1

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-procurement/P155198
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参考) 世界銀行は、WURIプロジェクトを通し、コートジボワール・ギニア等、西アフリカ諸国の
デジタルIDプロジェクトを支援中。本プロジェクトの動向がMOSIP導入検討に影響する可能性

プロジェクト概要

出資対象国 コートジボワール、ギニア
(トーゴ、ベナン、ブルキナファソ、ニジェールが後に追加)

2018/11-2024/7プロジェクト期間

世界銀行出資元

プロジェクト進捗状況

2020/12/22時点のレポートでは、WURIプロジェクトフェーズ1の
全体的な進捗/目標達成度を"Moderately Unsatisfactory"と評価

すでに959万ドルを出資済みで、2024年までに$1億2000万出資予定

実行機関 ECOWAS(西アフリカ諸国経済共同体)
各国政府

プロジェクト全体で$1億2000万を出資予定
• ①IDシステム構築のための法的枠組みの強化
• ($960万)

• ②IDシステムの構築($1億85万)

• ③IDを活用したサービスの提供支援($1,165 万)

出資額

政府による国民IDの普及を目指し、支援国内での
クロスボーダーのデジタルID構築を支援

• ①IDシステム構築のための法的枠組みの強化
• ②IDシステムの構築
• ③IDを活用したサービスの提供支援

プロジェクト目的

MOSIP導入状況アップデート1

Source: Web検索
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参考) OSIAは、仏デジタルID企業が中心の非営利団体が開発した各レイヤー間の接続を
可能にするAPIで、MOSIPとは領域が異なるため、共存・連携するものであると考えられる

Source: Web検索

開始年 2019年6月より公開

各レイヤー間でのシームレスな接続を可能
にするオープンスタンダードのAPI

• テクノロジー、ソリューションアーキテク
チャ、ベンダーに関係なく、ID管理エコ
システムのすべてのコンポーネント間で
適用可能

提供内容

ギニアのID PFで採用予定 (詳細不明)導入実績

Secure Identity Alliance

• 生体認証技術を有する仏Thales社、
プリンティング技術を有する仏IDEMIA

社が設立

提供主体

詳細概要

OSIAを通じてID関連情報を統合管理

CR=Civil Registry: 

出生、死亡、親子関係等の証明、イベント管理
PR=Population Registry:

生体情報に紐づくIDカード/サービスに紐づく経歴の管理
ABIS=Biometric System:

生体情報と認証システムを管理

西アフリカを中心に15ヶ国がアドバイザリーコミッティーに
参加

アドバイザリーコミッティーでは、ナイジェリアが議長で、
他西アフリカ諸国も多数参加
(ギニア、コートジボワール、レソト、マリ等)

スリランカ ベトナム

ナイジェリア

コートジボワール

レソト

セネガル

ガボン

マリマダガスカル ウガンダ

ギニアガーナ

コンゴ シエラレオネ 南スーダン

MOSIP導入状況アップデート1



16 C
o
p
y
ri

g
h
t 

©
 2

0
2
2
 b

y
 B

o
st

o
n
 C

o
n
su

lt
in

g
 G

ro
u
p
. 

A
ll

 r
ig

h
ts

 r
e
se

rv
e
d
.

参考) プリンティングベンダーSemlex社は、コートジボワール等アフリカ7ヶ国で国民ID
プロジェクトに参入。しかし汚職など問題から、コートジボワールでは契約中止も検討
Semlex社のアフリカ国民IDプロジェクト参入状況

アフリカのおいて、運転免許証やビザ等、生体認証を活用した身分証明書を19ヶ国へ展開するなど、
強い存在感を示す
特に、アフリカ7ヶ国で国民IDプロジェクトに参入済み

• コートジボワール、トーゴ、チャド、ガボン、ギニアビサウ、コモロ、モザンビーク

一方、アフリカ各国での汚職や、不正契約問題が明らかとなり、信用が揺らいでおり、コートジボワー
ルでもベンダー契約を中断する可能性が0ではない

• コートジボワールとコンゴ共和国では、石油取引の賄賂を支払う際のパイプ役としてSemlex社が
関与した疑い

• コンゴ民主共和国では、生体認証パスポートの製造契約について汚職とマネーロンダリングの
疑惑

– 元大統領一族の一員の経営する企業「LRPS」に計3,500万ドル以上を不正に献金した
疑いで、 2017年にベルギー司法当局が捜査

• マダガスカルでは、2010～11年にかけて、元公安長官に少なくとも14万ドルの「説明のつかない
手数料」を支払い、有利なパスポート生産契約を確保

• ジンバブエでは、政府による入札を経ず、Semlex社が契約を獲得したと思われる

MOSIP導入状況アップデート

ベルギー本拠地

ビサウ、コモロ、コンゴ、ガンビア、
コートジボワール、マダガスカル、
モザンビーク

子会社
設置国

信頼性の高いIDシステムであるバイオメト
リック・ネットワーク・システムの提供
IDカード・パスポートなどの身分証明書
の発行

事業概要

1992年設立年

アフリカでの国民IDプロジェクト参入状況概要

1

Source: Web検索
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(参考) 取組みモデルのレイヤーの定義

概要

顧客接点
(チャネル)

サービス/
アプリケーション

機器・基盤技術

システム/
ネットワーク

具体例

電力/エネルギー
✕
デジタル スマートシティ

教育
✕
デジタル

農業
✕
デジタル

金融
✕
デジタル

ヘルスケア
✕
デジタル

製造/工場
✕
デジタル

EC/流通
✕
デジタル

電力会社

発電所・
配送電O&Mの
効率化・
高度化
サービス

解析用AI

発電関連機器
(タービン等)

発電所、
エネルギー
管理システム、
データ基盤 等

工場
オペレーター
(メーカー)

製造ライン
O&Mの高度化
サービス

解析用AI、
産業用機器
(ロボット・
センサー等)

工場ライン、
制御システム、
情報システム、
通信ネットワー
ク、
データ基盤

医療機関
(病院/診療所
等)

遠隔診療
サービス、
読影/病理
診断サービス、
先進機器オペ
レーション技能
向上支援

治療機器、
診断機器、
解析用AI

電子カルテ、
病院間情報連
携システム、
管理・データ
基盤

現地のエンドユーザーとなる
顧客/企業にサービス
(モノ/コト)を提供する
主体となるプレイヤーおよび
その接点

顧客接点を持つプレイヤーが、
顧客に提供するサービス/
アプリケーション
もしくは、顧客接点を持つ
プレイヤーの運営高度化のた
めのサービス/アプリケーション

システム/ネットワークを構成
する要素となるコンポーネント
(機器や技術)

コンポーネントの集合体
として稼働するシステム/
ネットワーク

金融機関、
非金融事業者
(各種現地
プラットフォー
マー等)

各種金融
サービス
・融資
・出金
・口座管理等

解析用AI、
生体認証
技術

決済/ATMネッ
トワーク、
KYC/本人
認証システム、
統合データ
基盤等

学校、
教育系民間
企業

オンライン
学習支援
コンテンツ

解析用AI

教育管理
基盤、
個人情報
管理基盤等

物流企業、
ECプラット
フォーマー

倉庫内・輸送
オペレーション
効率化

機器・
自動ピッキング、
搬送機器
解析用AI
…

倉庫内・輸送
管理システム、
データ基盤

農協、
販売代理店・
サービスセンター

営農支援
サービス、
人材育成
支援サービス

センシング機能
搭載農機、
センシング機器、
解析用AI

精密農業
システム、
生産工程
管理システム、
基礎情報
管理基盤

SNS、
企業アプリ 等

各種サービス
・金融
・エネルギー
・医療
・行政 等

解析用AI、
画像認識技術

モビリティ機器
制御、
エネルギー機器
制御、
各種データ
基盤

経産省貿易経済協力局
令和2年度 質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業「インフラシステム輸出点新戦略検討調査事業」より

『MOSIP』を担ぐ"意義"3
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ボストン コンサルティング グループ (BCG) の基本方針
貴社が成果物等又は二次的資料等を第三者に開示することにBCGが合意した場合であっても、そのような成果物等又は二次的
資料等の第三者への開示又は第三者によるこれらの利用若しくは依拠の結果として又はこれらに関連して貴社又は第三者が
被ったいかなる損害についても、BCGは一切責任を負わないものとします。貴社は、BCGがいかなる請求や訴訟の当事者又は
証人となることも含め、上記の開示、利用、依拠によってBCGに生じた又はこれらに関連してBCGに生じたいかなる現実の又は
切迫したクレーム、損失、費用についてもBCGを補償することに合意するものとします。また、BCGは、成果物等又は二次的資料
等の開示を受ける第三者に対し、事前にBCGの標準書式のノン・リライアンス・レター (免責書面) に署名することを求めるものと
します。BCGは、貴社から要求があった場合には、上記標準書式を貴社に提供致します。

貴社は、法律で要求される場合を除き、目論見書、委任勧誘状、募集要項若しくは同様の文書又は一般配布用に作成した
資料において、BCGに言及することは控えるものとします。

補償及び責任の上限

BCGは、時として、クライアントと第三者 (政府機関等を含みます。) との間の法的紛争において、書類の提出、証人としての証言
又はその他の行為を求められることがあります。そのような場合、貴社は、それによってBCGに生じた費用 (弁護士費用を含み
ます。) や損失等を合理的範囲で補償するものとします。

本契約の履行又は不履行に基づく損害に関して、一方当事者が他方当事者に負う責任は、その責任の発生する根拠にかかわ
らず、直接損害の範囲に限定されます。また、損害賠償額は、当該責任の原因となったBCGのサービスに対して貴社が支払う
報酬の総額を超えないものとします。

貴社のためのBCGチーム

BCGは貴社に対するコンサルティング業務の遂行に適切と判断されるコンサルタントに貴社のプロジェクトを担当させます。一方、
貴社の担当スタッフもBCGのチームと緊密に連携して、BCGの効率的な業務遂行の促進に取り組んで頂けることを期待します。
また、貴社は、BCGが必要とするデータ、指示及び前提条件をBCGに提供するものとします。BCGは、コンサルティング業務の遂行
に当たり、それらのデータ、指示及び前提条件に依拠します。それらのデータ、指示又は前提条件の信頼性及び正確性を確保
することは貴社の責任となります。

BCGは多様性が卓越した結果に繋がると確信します。BCGは世界各国のスタッフの中からその性別、人種、宗教にかかわらず、
最適なコンサルタントを選任することをポリシーとします。このポリシーに抵触するようなコンサルタント選任に関する制限は承認致し
かねます。

BCGは、市場取引に関するフェアネス・オピニオン若しくはヴァリュエーション、又は法律、会計、税務に関する助言は提供致しません。
これらの分野においては、貴社において独自に専門家と契約して頂くものとします。

貴社のご指示により、BCGが他の専門家と共同作業する場合、全当事者が業務に関するそれぞれの責任の所在を明確に認識
できるよう、前もって詳細に話し合いをさせて頂きます。また、BCGは、他の共同作業者が行った業務について責任を負わないものと
します。

BCGは貴社へのコンサルティング業務の品質のさらなる向上のため、貴社との継続的かつオープンな対話が重要と考えております。
BCGのコンサルティングの品質、改善要望、満足度等について、いつでもご意見をお寄せ下さい。また、BCGとしても業務終了後に
ご意見をお伺いする場合があります。さらに、業務終了後、6ヶ月ないし9ヶ月後において、BCGの助言の実施状況のレビューを
お願いすることもあります。

BCGでは過去1年以内にBCGと仕事をしたクライアントから、そのクライアントに相談なしにスタッフをリクルートすることはしておりません。
貴社も同様の行為を控えるものとします。なお、新聞、業界紙、その他の一般のメディアによる求人広告に応じた場合は、この
制限の対象には含まれません。

以上の弊社の基本方針に関してご質問がある場合、BCGの貴社担当パートナーが対応させて頂きます。貴社とお仕事ができる
ことを楽しみにしております。

以下の事項は、世界中のクライアントとの契約の際にBCGが適用させて頂いている基本方針であり、貴社との契約においてもこの
方針を適用させて頂きたいと存じます。

機密情報の保護

BCGが貴社に対してコンサルティング業務を提供する過程において、貴社とBCG両社は、必然的にそれぞれの非公開の機密情報
をシェアすることになります。両社は、常にその情報の機密を厳守し、その情報の開示先を、両社のそれぞれの従業員及び作業
受託者のうち、貴社に対するBCGのコンサルティング業務のためにその情報を知る必要があり、かつ契約書によって機密保持を
義務づけられる者に限定するものとします。この機密保持義務の対象には、BCGが貴社とシェアするBCGのサービス価格設定や
各コンサルタントの単価に関する全ての情報も含まれます。

上記の機密保持義務は、(1) 受領当事者が従前から保持していた情報、(2) 正当な権限を有する第三者から入手した情報、
(3) 独立して開発した情報、(4) 開示後に公知となった情報、(5) 法律、規則、文書提出命令又はこれに類する命令により開示
が要請された情報には、適用されません。ただし、(5) の場合には、受領当事者は、法的に許容される範囲で、開示当事者に
対し当該要請がなされたことを通知し、そのような開示を回避し、又は、その開示の範囲を最小限とすることに協力するものと
します。

貴社は、BCGの事前の書面による承諾なしに、BCGと協働していることを公にしないものとします。

同業他社に対する安全態勢

BCGは、同一業界の多くの企業にコンサルティング業務を提供することにより、その業界の知識を深め、クライアントに関わる戦略的
問題を解決する能力を高めることが可能となります。そこで、BCGは、クライアントの専有情報の機密を保護するというクライアントへ
の確約を損なうことなく、同一業界の複数のクライアントに対しコンサルティング業務を提供することを可能にする、内部の安全態勢
をとっております。そのため、BCGは一般的に1つの業界で1社と独占契約を結ぶという方針はとっておりません。

同一業界の複数のクライアントに対してコンサルティング業務を提供する場合、BCGは細心の注意を払います。特に、貴社へのコン
サルティング業務に携わったコンサルタントは、当該業務終了後少なくとも1年間は、貴社と競合する同業他社から依頼された類似
のプロジェクトに関与させません。ただし、ある業界や特定の事業分野又はBCGの専有ツールの使用に特化しているシニア・プロ
フェッショナルにつきましては、上記の例外とさせて頂きます。しかし、言うまでもなく、そのようなコンサルタントも、BCGの他の全従業
員と同様、常に、貴社の専有情報とBCGから貴社への助言内容の機密を厳守致します。

成果物に対する権利

BCGが貴社に提出する成果物 (以下「成果物」といいます。) の最終版の所有権は、貴社からBCGに対する報酬等の支払が完
了した時に、貴社に移転します。

ただし、BCGは、成果物に関する知的財産に対する全ての権利を留保します。当該知的財産には、事業原則に関する知識、
並びに、貴社若しくは他のクライアントへのコンサルティング業務の遂行若しくは調査の過程、又はBCG独自の調査の過程で、BCG
の従業員が開発した分析上の概念、手法、方法、モデル、工程、発明、アイデア及びフォーマットが含まれます。知的財産に
対する全ての権利を留保することにより、BCGは、全てのクライアントのために専門知識を活用することが可能となります。

知的財産に対する権利を貴社に譲渡することはできませんが、貴社は、BCGが貴社に提供するアイデアや助言を実現して頂くため
に必要な範囲で、BCGの知的財産を貴社内において使用することができます。

なお、貴社に対するコンサルティング業務の過程において、BCGが方法論、問題解決アプローチ、フレームワーク等を開発することが
あり得ますが、BCGがこれらを開発することや、貴社の専有情報が含まれない状態でBCGがこれらを第三者に開示することは妨げ
られないものとします。

成果物等の開示

貴社は、BCGの事前の書面による承諾なく、成果物並びにその他のBCGの資料等及び作業結果 (以下これらを併せて「成果物
等」といいます。) を第三者に開示しないものとします。また、貴社は、成果物等に基づき貴社が作成した如何なる資料等 (以下
「二次的資料等」といいます。) も、BCGの事前の書面による承諾なしに、BCGの名称を付して又はBCGの名称に言及して、第三
者に開示しないものとします。




